
 尾道市役所因島総合支所会議室等の目的外使用に関する規則を次のよう

に定める。 

 

令和３年１月８日 

 

尾道市長 平 谷 祐 宏   

 

規則第１号 

 

尾道市役所因島総合支所会議室等の目的外使用に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条

の４第７項の規定に基づき、尾道市役所因島総合支所の会議室等を市

の業務に支障のない範囲で市民、各種団体等に使用させることについ

て、行政財産の使用料に関する条例（昭和３９年条例第１４号）、尾

道市行政財産使用規則（昭和３９年規則第２１号）及び尾道市役所因

島総合支所庁舎取締規則（平成１８年規則第８３号）に定めるものの

ほか必要な事項を定めるものとする。 

 （使用許可の基準） 

第２条 会議室等を使用することができるものは、次に掲げるとおりと

する。 

(1) 市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学している者 

(2) 市内に事業所若しくは事務所を有する者又は法人その他の団体 

(3) 他の地方公共団体その他公共団体 

(4) その他市長が特別の理由があると認めたもの 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する

場合は、会議室等の使用を許可しない。 

(1) 未成年者のみで使用するとき。 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又はそれらの利益となる

活動を行うものであると認められるとき。 

(3) 営利を目的とするとき。ただし、芝生広場、１階デッキ及び駐車

場を使用する場合を除く。 

(4) 公序良俗を害するおそれがあるとき。 



(5) 施設を汚損又は損傷するおそれがあるとき。 

(6) 騒音、振動又は悪臭を伴うおそれがあるとき。 

(7) 特定の政党若しくは政治団体の利害に関する事業又は選挙に関し

特定の候補者を支持する活動を行うものであると認められるとき。 

(8) 特定の宗教又は特定の宗派若しくは教団を支持する活動を行うも

のであると認められるとき。 

(9) 前各号のほか施設管理上支障があると認められるとき。 

（会議室等の名称等） 

第３条 会議室等の名称、用途及び附属設備は、別表第１及び別表第２に

定めるとおりとする。 

 （使用時間） 

第４条 会議室等を使用に供する時間は、午前８時３０分から午後９時ま

でとする。ただし、展示を目的とした使用であって、２日以上の連続

する期間を通じて市長が使用の許可をした場合については、この限り

でない。 

２ 前項ただし書の場合において、当該許可を受けた者については、午前

８時３０分から午後９時までの間を除き会議室等に立ち入ることはで

きない。 

 （使用申請等） 

第５条 会議室等を使用しようとする者又は許可を受けた事項を変更しよ

うとする者は、尾道市役所因島総合支所会議室等使用（変更）許可申

請書（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請について適当と認めたときは、会議室

等の使用又は変更を許可し、尾道市役所因島総合支所会議室等使用（

変更）許可書（別記様式第２号）により当該申請者に通知するものと

する。 

３ 市長は、前項の規定による許可に際して条件を付けることができる。 

 （使用申請の受付期間等） 

第６条 前条第１項の申請書は、会議室等の使用を開始しようとする日の

３か月前から７日前（期間の末日が閉庁日に当たるときは、その直前

の開庁日）までの日の開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分ま

での間に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由がある

と認めるときは、この限りでない。 

 （使用許可書の携行） 

第７条 第５条第２項の規定による許可を受けた者（以下「使用者」とい



う。）は、会議室等を使用するときは、同項の許可書を携行し、市の

求めがあるときは、提示しなければならない。 

 （使用期間） 

第８条 会議室等を連続して使用することができる期間は、次の各号に掲

げる場合ごとに当該各号に定める期間とする。 

(1) 会議、講演会、イベントその他これらに類する行事のために使用

する場合 ３日間 

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合 

市長が指定する期間 

 （使用料） 

第９条 使用者は、別表第２に基づく使用料を前納しなければならない。 

（使用料の減免） 

第１０条 市長は、会議室等の使用に係る用途について、市が後援する行

事等であるときその他市長が特に必要と認めるときは、使用料を減額

し、又は免除することができる。 

２ 使用料の減免を受けようとする者は、第５条第１項の申請書を提出す

る際に、尾道市役所因島総合支所会議室等使用料減免申請書（別記様

式第３号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、使用

料の減免について決定し、当該申請者に通知するものとする。 

４ 第１項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる使用の場合に

ついて、当該各号に定める減免率により減免する。 

(1) 市が後援する行事等のために使用する場合 ５割 

(2) その他市長が減免する必要があると認める使用の場合 市長が認

める減免率 

 （使用の取止め及び使用料の還付申請） 

第１１条 会議室等の使用を取り止め、及び使用料の還付を受けようとす

る者は、尾道市役所因島総合支所会議室等使用取止め・使用料還付申

請書（別記様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

 （許可の取消し） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全

部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

(1) 市において選挙の執行、災害対策その他公務の執行上会議室等を

使用する必要が生じたとき。 

(2) 第２条第２項各号に該当する使用であることが判明したとき。 



(3) 使用者が不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。 

(4) 使用者がこの規則又は許可の条件に違反したとき。 

(5) 使用者が使用料を市長が指定する日までに納付しないとき。 

(6) 使用者が故意又は過失により会議室等を荒廃させ、又は毀損した

とき。 

(7) 使用者が正当な理由なく市長の指示に従わないとき。 

(8) その他特別な事情により市長が必要と認めるとき。 

２ 市長は、前項第１号の規定により使用許可を取り消し、又は変更した

ときは、当該取消し又は変更に係る既納の使用料を還付するものとす

る。 

３ 使用者は、使用許可の取消し又は変更によって生じた損害の賠償を請

求することができない。 

 （遵守事項） 

第１３条 使用者は、会議室等を善良なる管理者の注意をもって正常な状

態において維持しなければならないほか、次に掲げる事項を守らなけ

ればならない。 

(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。 

(2) 因島総合支所の敷地内で喫煙し、又は因島総合支所の建物内で火

気を使用しないこと。 

(3) 壁、柱等に張り紙又はピン、釘の類を打たないこと。 

(4) 許可を受けた会議室等以外の室に立ち入り、又は器具等を使用し、

若しくは移動させないこと。 

(5) 因島総合支所の内外を不潔にしないこと。 

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこ

と。 

(7) 市の業務時間中に、大きな音を発する行事等を開催しないこと。 

(8) その他市長の指示する事項を守ること。 

 （原状回復） 

第１４条 使用者は、使用許可に係る期間の終了までに会議室等を遅滞な

く原状に復し、市長の検査を受けなければならない。第１２条第１項

の規定により使用許可が取り消され、又は変更されたときも、同様と

する。 

２ 使用者が前項の規定による原状回復の義務を履行せず、又はその履行

が不完全なときは、市長がこれを施行し、その費用は、使用者から徴

収する。 



 （破損、滅失等の届出） 

第１５条 使用者は、会議室等又はその附属設備を損傷し、又は滅失した

ときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 使用者の責めに帰すべき理由により会議室等を修繕する必要が生じた

ときは、その費用は使用者に負担させるものとする。 

 （転貸禁止等） 

第１６条 使用者は、会議室等の使用権を転貸し、又は担保に供し、若し

くは譲渡してはならない。 

２ 使用者は、会議室等の現況、使用の目的又は使用の態様を変更しては

ならない。 

 （費用の負担） 

第１７条 会議室等の使用に伴う汚物、ごみの処理等の費用その他の通常

必要となる経費は、使用者が負担しなければならない。 

 

付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

名称 用途 附属設備 

多目的会議室 会議、展示、講演

会、イベント 

空調機、会議机、会議椅子、

ピクチャーレール、吊りフッ

ク、演台 

１０１会議室 会議、展示、講演

会、イベント 

空調機、会議机、会議椅子、

ピクチャーレール、吊りフッ

ク 

１０２会議室 会議、展示、講演

会、イベント 

空調機、会議机、会議椅子、

ピクチャーレール、吊りフッ

ク 

芝生広場 イベント コンセント、水道栓 

１階デッキ イベント コンセント、水道栓 

駐車場 イベント 水道栓 

備考 １０１会議室及び１０２会議室は、間仕切りの移動により一体

的に利用することができる。 

 



別表第２（第３条、第９条関係） 

１ 会議室等使用料 

名称 定員 

午前 午後 夜間 全日 
午前8時
30分～
正午 

正午～午
後5時 

午後5時
～午後9
時 

午前8時
30分～
午後9時 

多目的会議

室 
105人 2,090円 2,530円 3,850円 8,470円 

１０１会議

室 
12人 550円 550円 880円 1,980円 

１０２会議

室 
12人 440円 550円 770円 1,760円 

芝生広場 － 

8,580円 10,340円 15,400円 34,320円 

28,820円 34,540円 51,810円 
115,170

円 

１階デッキ － 
2,640円 3,190円 4,730円 10,560円 

8,910円 10,670円 15,950円 35,530円 

駐車場 44台 
7,260円 8,690円 13,090円 29,040円 

24,420円 29,260円 43,890円 97,570円 

 備考 芝生広場、１階デッキ及び駐車場の項の上段の使用料の額は

非営利目的で使用する場合の額、下段の使用料の額は営利目的で

使用する場合の額とする。 

２ 附属設備使用料 

名称 設備 数量 

使用料 

（１回当た

り） 

多目的会議室 会議机 35台 

  

会議椅子 105脚 

演台 1台 

ホワイトボ

ード 
1台 

ピクチャー

レール 
一式 



吊りフック  １本50円 

１０１会議室 会議机 8台（１０２会議室

と共用） 

 

会議椅子 24脚（１０２会議

室と共用） 

ホワイトボ

ード 

2台（１０２会議室

と共用） 

ピクチャー

レール 
一式 

吊りフック  １本50円 

１０２会議室 会議机 8台（１０１会議室

と共用） 

 

会議椅子 24脚（１０１会議

室と共用） 

ホワイトボ

ード 

2台（１０１会議室

と共用） 

ピクチャー

レール 
一式 

吊りフック  １本50円 

備考 

 １ ピクチャーレールを使用しないで壁面に直接固定する展示方法

については、許可しない。 

２ 金額の記載のない附属設備の使用料の額については、使用する

会議室等の使用料の額に含むものとする。 

３ １回当たりの単位は１日とし、２日以上にわたり使用する場合

の使用料の額は、当該使用日数を乗じて得た額とする。 

３ 空調機使用料 

名称 使用料（１時間当たり） 

多目的会議室 660円 

１０１会議室 220円 

１０２会議室 110円 

備考 １時間未満の使用の場合の使用料の額は、１時間の額とする。 

４ 電気使用料 

名称 使用料（１時間当たり１口につき） 



芝生広場等屋外コンセント 110円 

備考 １時間未満の使用の場合の使用料の額は、１時間の額とする。 

５ 水道使用料 

名称 使用料（１時間当たり１口につき） 

芝生広場等屋外水道栓 880円 

備考 １時間未満の使用の場合の使用料の額は、１時間の額とする。 



様式第１号（第５条関係） 

 
尾道市役所因島総合支所会議室等使用（変更）許可申請書 

 

年  月  日  

尾道市長 様 

 

次のとおり尾道市役所因島総合支所会議室等の使用（変更）許可を申請します。なお、

使用に当たっては、尾道市役所因島総合支所会議室等の目的外使用に関する規則その他関

係規則及び許可条件を守ります。 

受付番号 NO. 

申請者 

住所  

氏名（又は団体名及び代表者名） 

  

電話番号 

使用者 

□ 申請者と同じ 

□ 次のとおり 

 

住所  

氏名（又は団体名及び代表者名） 

 

電話番号 

使用目的 
行事等の名称  

行事等の内容  

使用日時 
年  月  日（ ）  時  分から 

年  月  日（ ）  時  分まで 

使用場所 
※該当するものに○

をしてください。 

会議室等 

１ 多目的会議室   ４ 芝生広場 

２ １０１会議室   ５ １階デッキ 

３ １０２会議室   ６ 駐車場 

使用人員       人 

使用する 

附属設備 
※該当するものに

チェックをしてく

ださい。 

□ 吊りフック（  本） □ 空調機（  時間） 

□ コンセント（  個） □ 水道栓（  口） 

□ □ 

□ □ 



様式第２号（第５条関係） 

 

尾道市役所因島総合支所会議室等使用（変更）許可書 

 

年  月  日 

 

         様 

 

尾道市長      印 

次のとおり許可します。 

 

受付番号 NO. 

使用目的 
行事等の名称  

行事等の内容  

使用日時 
年  月  日（ ）  時  分から 

年  月  日（ ）  時  分まで 

使用場所 
※該当するもの

に○をしてく

ださい。 

会議室等 

１ 多目的会議室   ４ 芝生広場 

２ １０１会議室   ５ １階デッキ 

３ １０２会議室   ６ 駐車場 

使用人員       人 

使用する 

附属設備 
※該当するもの

にチェックを

してくださ

い。 

□ 吊りフック（  本） □ 空調機（  時間） 

□ コンセント（  個） □ 水道栓（  口） 

□ □ 

□ □ 

 

許可条件 使用料 

１ 指定納期までに使用料を納付してください。 
２ 使用時間は厳守してください。 
３ 使用により使用者が受けた損害については、市は賠償
しません。 

４ 使用に当たっての注意事項に従ってください。 
 
 

使用場所 
 
附属設備 

計        円 

 



様式第３号（第１０条関係） 

 

尾道市役所因島総合支所会議室等使用料減免申請書 

年  月  日  

尾道市長 様 

尾道市役所因島総合支所会議室等の使用料の減免を受けたいので、次のとおり申請しま

す。 

 

※太枠の中のみ記入してください。 

申請者 様 

  上記の申請については、次のとおり決定します。 

決定内容 

（減免の範囲・額） 
 

判断の根拠  

年  月  日  

尾道市長          印  

受付番号 NO. 

申請者 

住所  

氏名(又は団体名及び代表者名) 

 

  
電話番号 

使用目的 
行事等の名称  

行事等の内容  

使用日時 
年  月  日（ ）  時  分から 

年  月  日（ ）  時  分まで 

使用場所 
※該当するもの

に○をしてく

ださい。 

会議室等 

１ 多目的会議室   ４ 芝生広場 

２ １０１会議室   ５ １階デッキ 

３ １０２会議室   ６ 駐車場 

申請理由   



様式第４号（第１１条関係） 

尾道市役所因島総合支所会議室等使用取止め・使用料還付申請書 

 

年  月  日  

尾道市長 様 

尾道市役所因島総合支所会議室等の使用を申請していましたが、 

□ 使用の取止めを申請します。 

□ 使用の取止め及び使用料の還付を申請します。 

 

受付番号 NO. 

申請者 

住所  

氏名(又は団体名及び代表者名) 

 

  

電話番号 

使用日時 
年  月  日（ ）  時  分から 

年  月  日（ ）  時  分まで 

使用場所 
※該当するもの

に○をしてく

ださい。 

会議室等 

１ 多目的会議室   ４ 芝生広場 

２ １０１会議室   ５ １階デッキ 

３ １０２会議室   ６ 駐車場 

使用料 

           円（   年  月  日納付済み） 

※領収済通知書又はその写しをお持ちいただくと、納付状況が速やかに確

認できます。納付状況等の確認後、還付します。 

※使用料の還付（振込）口座の番号等が分かるものをお持ちください。 

取止め申請の

理由 
  

                  ※太枠の中のみ記入してください。 

 

 
市受付印 

 


